
１　税目別の納税（特別徴収）義務者数調

84,563 89,876 623,983 50,001 97,635 97,164 33,780 89,357 36,650 41,084 - 1,244,093

法 人 の 県 民 税 2,775 6,955 15,942 15,907 3,256 3,399 1,167 4,138 1,466 1,635 - 56,640

- - 175 - - - - - - - - 175

(1,566) (1,566)

- - 7,851 - - - - - - - - 7,851

- - 508 - - - - - - - - 508

1,004 3,221 3,319 5,741 1,481 1,274 338 1,213 442 401 - 18,434

- - - - - - - - - - 2 2

1,420 5,089 4,141 9,020 2,208 2,217 793 2,144 838 587 - 28,457

- - 17 - - - - - - - - 17

8 5 - 14 3 4 2 - - 1 - 37

5 16 104 29 11 9 6 8 6 7 - 201

- - 31,570 - - - - - - - - 31,570

61,103 134,349 219,415 228,580 63,383 74,841 26,073 72,762 32,175 26,925 - 939,606

- 2 - 4 - 4 17 1 - 1 - 29

687 - - 953 - 430 236 164 143 112 - 2,725

- - - - - - - - - - 1 1

- 1 - 4 - - - 1 1 - - 7

151,565 239,514 907,025 310,253 167,977 179,342 62,412 169,788 71,721 70,753 3 2,330,353

(1,566) (1,566)

（注）1　カッコ内は県民税利子割に係る営業所数である。

　　　2　地方消費税の徴収委託機関とは、国税庁と税関である。

　　　3　法人県民税の納税義務者数は、確定申告したもの及び決定したものを記載した。

　　　４　県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割については、平成２８年度より納入申告書数とした。
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　　　　　事務所名

 　税目

県 た ば こ 税

不 動 産 取 得 税
（ 課 税 件 数 ）

個 人 の 県 民 税

個 人 の 事 業 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

地 方 消 費 税
（ 徴 収 委 託 機 関 ）

県 民 税 配 当 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

核 燃 料 税

ゴ ル フ 場 利 用 税
（ 施 設 数 ）

産 業 廃 棄 物 税
（特別徴収義務者）

軽 油 引 取 税
（特別徴収義務者）

自 動 車 税 種 別 割
（ 定 期 賦 課 台 数 ）

自動車税環境性能割
（ 課 税 台 数 ）


